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２
０
１
８
年
６
月
の
働
き
方
改
革
関
連
法
成
立
か
ら
５
年
が

経
過
し
た
２
０
２
３
年
、
働
き
方
改
革
の
検
証
・
見
直
し
に
向
け

て
「
新
し
い
時
代
の
働
き
方
に
関
す
る
研
究
会
」
が
、
２
０
２
４

年
に
は
「
労
働
基
準
法
制
研
究
会
」
（
以
下
、
労
基
研
）
が
開
催

さ
れ
た
。
労
基
研
報
告
を
受
け
て
、
２
０
２
５
年
以
降
、
労
働
法

制
審
議
会
労
働
条
件
分
科
会
で
労
働
基
準
法
改
正
を
睨
ん
だ
議
論

が
闘
わ
さ
れ
て
い
る
。 

 

高
市
政
権
の
登
場
は
労
働
政
策
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
そ
う

と
し
て
い
る
。
「
働
き
方
改
革
に
よ
る
長
時
間
労
働
規
制
は
行
き

過
ぎ
」
と
い
う
言
説
が
拡
散
さ
れ
、
来
年
の
通
常
国
会
に
「
定
額

働
か
せ
放
題
」
を
狙
っ
た
労
働
基
準
法
「
改
正
」
案
が
上
程
さ
れ

る
流
れ
が
で
き
つ
つ
あ
る
。
衆
議
院
で
の
与
党
圧
倒
的
多
数
の

中
、
国
会
論
戦
だ
け
で
は
到
底
法
改
悪
は
阻
止
で
き
な
い
。
労
基

法
改
悪
阻
止
に
向
け
た
運
動
の
構
築
に
取
り
か
か
り
た
い
。 

 

働
き
方
改
革
関
連
法
の
検
証
作
業
の
現
在 

 
 

     

労
働
基
準
法
改
正
を
含
む
働
き
方
改
革
関
連
法
は
、
安
倍
政

権
下
の
２
０
１
８
年
６
月
に
成
立
し
た
。
当
時
、
電
通
社
員
過
労

自
死
を
は
じ
め
過
労
死
事
件
が
相
次
い
で
明
ら
か
に
な
り
、
長
時

間
労
働
容
認
の
職
場
慣
行
へ
の
批
判
が
高
揚
し
た
。
ま
た
「
裁
量

労
働
制
適
用
労
働
者
の
労
働
時
間
は
一
般
労
働
者
よ
り
も
短
い
」

と
の
政
府
資
料
が
捏
造
で
あ
る
こ
と
が
発
覚
、
当
初
政
府
が
目
論

ん
で
い
た
裁
量
労
働
制
の
対
象
拡
大
は
断
念
さ
れ
た
。 

 

法
案
は
成
立
し
た
が
、
厚
生
労
働
省
は
働
き
方
改
革
の
見
直
し

に
向
け
「
働
き
方
や
職
業
キ
ャ
リ
ア
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
等
を
把
握

し
つ
つ
、
新
し
い
時
代
を
見
据
え
た
労
働
基
準
関
係
法
制
度
の
課

題
を
整
理
す
る
」
こ
と
を
目
的
に
「
新
し
い
時
代
の
働
き
方
に
関

す
る
研
究
会
」
を
立
ち
上
げ
た
。
メ
ン
バ
ー
は
労
働
経
済
学
、
労

働
法
、
臨
床
心
理
学
等
の
研
究
者
、
民
間
の
人
事
担
当
専
門
家
な

ど
10
名
で
、
２
０
２
３
年
３
月
か
ら
同
年
10
月
ま
で
に
15
回
開

催
さ
れ
、
10
月
20
日
に
報
告
書
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
提
言
を
受

け
て
２
０
２
４
年
１
月
に
労
基
研
が
発
足
、
労
働
経
済
学
、
労
働
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法
、
産
業
医
な
ど
の
研
究
者
10
名
で
12
月
末
ま
で
16
回
開
催
さ

れ
、
２
０
２
５
年
１
月
８
日
に
報
告
書
が
出
さ
れ
た
。 

 

２
０
２
５
年
１
月
21
日
、
労
基
研
報
告
を
受
け
て
第
１
９
３

回
労
働
政
策
審
議
会
労
働
条
件
分
科
会
が
開
催
さ
れ
、
労
・
使
・

公
益
三
者
構
成
に
よ
る
議
論
に
引
き
継
が
れ
た
。
審
議
の
ペ
ー
ス

に
飽
き
足
ら
な
い
高
市
首
相
は
、
２
０
２
５
年
12
月
17
日
に

「
日
本
成
長
戦
略
会
議
」
を
設
置
、
そ
の
中
に
「
労
働
市
場
改
革

分
科
会
」
を
設
け
労
基
法
見
直
し
の
ペ
ー
ス
を
上
げ
て
い
る
。 

 

労
働
条
件
の
「
最
低
基
準
」
か
「
目
安
」
か 

 
 

労
基
研
は
議
論
の
前
提
と
し
て
、
第
一
に
、
デ
ジ
タ
ル
技
術

の
発
達
や
テ
レ
ワ
ー
ク
の
普
及
な
ど
に
よ
っ
て
働
き
方
が
多
様
化

し
、
労
基
法
制
定
当
初
の
一
律
の
最
低
労
働
基
準
で
は
対
応
で
き

な
い
と
し
て
い
る
。
第
二
に
、
労
働
組
合
の
組
織
率
の
低
下
に
よ

っ
て
「
過
半
数
労
働
組
合
」
を
基
本
に
し
た
労
使
職
場
協
議
の
在

り
方
を
再
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
て
き
た
と
し
て
い
る
。 

総
論
的
課
題
と
し
て
、
①
労
基
法
に
お
け
る
「
労
働
者
」
に

つ
い
て
、
②
労
基
法
に
お
け
る
「
事
業
」
に
つ
い
て
、
③
労
使
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
３
課
題
。 

具
体
的
課
題
と
し
て
、
①
労
働
時
間
規
制
（
時
間
外
労
働
等

の
上
限
規
制
、
情
報
開
示
、
テ
レ
ワ
ー
ク
等
）
、
②
労
働
か
ら
の

解
放
（
休
憩
、
休
日
、
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
、
つ
な
が
ら
な
い

権
利
、
年
休
）
、
③
割
増
賃
金
規
制
（
副
業
・
兼
業
を
含
む
）
な

ど
が
論
じ
ら
れ
た
。 

 

最
も
注
目
す
べ
き
は
「
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
下
に

語
ら
れ
た
「
デ
ロ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
」
、
す
な
わ
ち
労
基
法
が
定
め
る

労
働
条
件
の
最
低
基
準
の
逸
脱
に
つ
い
て
だ
。
言
う
ま
で
も
な
く

労
基
法
の
基
本
性
格
は
「
労
働
条
件
は
、
労
働
者
が
人
た
る
に
値

す
る
生
活
を
営
む
た
め
の
必
要
条
件
」
で
あ
り
、
「
こ
の
法
律
の

労
働
基
準
は
最
低
の
も
の
」
だ
。
現
行
労
基
法
で
も
第
36
条
な

ど
デ
ロ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
規
定
は
例
外
的
に
存
在
す
る
が
、
労
基
研
で

は
、
過
半
数
労
働
組
合
の
あ
る
事
業
場
が
減
少
し
、
多
様
で
柔
軟

な
働
き
方
の
浸
透
で
一
律
規
制
は
馴
染
ま
な
く
な
っ
た
と
し
て
、

労
使
合
意
に
よ
っ
て
労
働
時
間
規
制
を
適
用
除
外
で
き
る
な
ど
の

議
論
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
労
働
条
件
の
「
最
低
基
準
」
を
「
目

安
」
に
格
下
げ
す
る
性
格
を
持
つ
極
め
て
危
険
な
性
格
を
含
み
、

引
き
続
き
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

 

労
働
時
間
関
係
で
は
、
副
業
・
兼
業
の
場
合
の
割
増
賃
金
を
通

算
の
労
働
時
間
を
も
と
に
支
払
う
こ
と
は
不
合
理
と
報
告
書
に
明

記
さ
れ
た
。 

 

公
益
委
員
が
定
額
働
か
せ
放
題
を
批
判 
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労
政
審
で
は
、
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
っ
て
、

社
員
親
睦
会
に
も
労
使
協
定
締
結
権
を
持
た
せ
る
＝
労
働
組
合
不

要
と
い
っ
た
議
論
や
、
副
業
・
兼
業
に
関
わ
る
規
制
の
撤
廃
を
求

め
る
議
論
が
使
用
者
側
か
ら
語
ら
れ
、
労
働
者
側
が
反
対
論
を
展

開
し
て
平
行
線
が
続
い
た
。
当
初
、
２
０
２
６
年
通
常
国
会
へ
の

改
正
法
案
提
出
を
め
ざ
し
て
２
０
２
５
年
中
に
論
議
を
と
り
ま
と

め
る
予
定
だ
っ
た
厚
労
省
は
年
末
に
改
正
法
案
提
出
を
断
念
、
し 

               

か
し
そ
の
一
方
で
、
労
基
研
の
議
論
に
は
な
か
っ
た
裁
量
労
働
制

の
対
象
拡
大
や
解
雇
の
金
銭
解
決
が
、
突
如
使
用
者
側
か
ら
提
起

さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
次
期
通
常
国
会
で
の
法
改
正
の
目
玉
と

さ
れ
て
い
る
。 

 

今
年
３
月
13
日
に
第
２
０
７
回
労
政
審
労
働
条
件
分
科
会
が

開
催
さ
れ
た
。
前
回
の
12
月
24
日
は
、
労
働
時
間
法
制
全
般

（
時
間
外
・
休
日
労
働
、
法
定
労
働
時
間
週
44
時
間
、
年
次
有

給
休
暇
、
裁
量
労
働
制
）
に
つ
い
て
の
論
点
整
理
だ
っ
た
が
、
今

回
は
裁
量
労
働
制
に
絞
っ
て
の
論
戦
と
な
っ
た
。 

 

冒
頭
、
厚
労
省
か
ら
、
昨
年
10
月
に
行
わ
れ
た
「
労
働
時
間

等
に
関
す
る
労
働
者
の
意
識
・
意
向
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
の
説
明

が
さ
れ
た
。
労
働
時
間
を
増
や
し
た
い
と
回
答
し
た
労
働
者
は

10
・
５
％
、
そ
の
う
ち
６
割
は
所
定
労
働
時
間
が
短
く
収
入
も

低
い
。
残
り
４
割
の
半
数
以
上
が
、
残
業
代
を
稼
ぎ
た
い
、
家
計

が
苦
し
い
と
い
っ
た
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
仕
事
の
完
成
度
や
ス

キ
ル
を
高
め
た
い
等
の
理
由
は
全
体
の
２
～
３
％
に
過
ぎ
な
い
。 

 

使
用
者
側
委
員
は
、
仕
事
が
多
様
化
す
る
中
で
一
律
規
制
は
馴

染
ま
な
い
、
裁
量
労
働
制
は
一
人
ひ
と
り
の
能
力
発
揮
に
有
効
、

裁
量
制
適
用
職
場
で
は
労
働
者
か
ら
高
評
価
を
得
て
い
る
と
主
張

す
る
。
一
方
労
働
者
側
委
員
は
、
労
働
者
も
企
業
の
大
半
も
労
働

時
間
の
延
長
を
求
め
て
い
な
い
、
裁
量
制
は
長
時
間
労
働
を
助
長

す
る
も
の
、
と
し
て
反
論
、
議
論
は
平
行
線
と
な
っ
て
い
る
。 

厚
生
労
働
省
が
昨
年
10
月
（
調
査
発
表
は
今
年
３
月
５
日
）
に
実

施
し
た
「
働
き
方
改
革
関
連
法
施
行
後
５
年
の
総
点
検
」
調
査
で
は
、

労
働
者
の
約
３
割
が
労
働
時
間
短
縮
を
希
望
し
、
増
加
を
希
望
し
た
の

は
約
１
割
（
10
・
５
％
）
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。 
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こ
う
し
た
中
、
３
人
の
公
益
委
員
か
ら
、
議
論
の
膠
着
を
打
破

す
べ
く
問
題
の
本
質
を
突
く
発
言
が
さ
れ
た
。
原
昌
登
・
成
蹊
大

教
授
（
労
働
法
）
、
神
吉
知
郁
子
・
東
大
教
授
（
労
働
法
）
、
黒

田
祥
子
・
早
大
教
授
（
労
働
経
済
学
）
の
発
言
要
旨
は
次
の
と
お

り
。 

 

裁
量
労
働
制
は
、
労
働
者
に
裁
量
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
と
労

働
時
間
を
「
み
な
し
」
で
把
握
す
る
こ
と
が
セ
ッ
ト
の
制
度
設
計

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
は
、
本
来
別
問
題
で
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
た
議
論
を
進
め
て
い
く
べ
き
だ
。
「
も
っ
と
働
き

た
い
」
と
希
望
す
る
労
働
者
は
少
数
で
、
し
か
も
そ
の
主
な
理
由

は
稼
ぎ
を
増
や
す
こ
と
に
あ
る
。
労
働
時
間
上
限
緩
和
の
立
法
事

実
は
存
在
し
な
い
。
「
賃
金
を
増
や
す
」
と
い
う
希
望
と
、
み
な

し
時
間
で
運
用
さ
れ
る
裁
量
労
働
制
は
逆
方
向
だ
。
現
在
の
裁
量

労
働
制
は
、
業
務
量
や
納
期
の
裁
量
が
労
働
者
に
与
え
ら
れ
な
け

れ
ば
長
時
間
働
か
ざ
る
を
得
な
い
。
裁
量
労
働
を
し
て
い
る
労
働

者
の
満
足
度
は
、
「
裁
量
労
働
制
だ
か
ら
」
で
は
な
く
、
「
裁
量

を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
」
だ
。
働
き
や
す
い
環
境
、
柔
軟
性
の

あ
る
働
き
方
は
、
裁
量
を
与
え
れ
ば
裁
量
労
働
制
で
な
く
て
も
可

能
。
そ
れ
で
も
「
裁
量
労
働
制
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
理
由
が

あ
る
の
か
、
ど
こ
が
論
点
な
の
か
を
整
理
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

だ
。 

 

こ
れ
ら
の
発
言
が
今
後
の
労
政
審
の
中
で
ど
う
扱
わ
れ
る
か
が

注
目
さ
れ
る
。 

 

労
政
審
の
形
骸
化
を
大
衆
運
動
で
跳
ね
返
そ
う 

 
 

３
月
13
日
の
労
政
審
の
直
前
、
日
本
成
長
戦
略
会
議
労
働
市

場
改
革
分
科
会
が
３
月
11
日
に
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
分
科
会

は
、
労
政
審
（
労
・
使
・
公
益
が
同
数
）
と
違
い
、
使
用
者
側
委

員
（
５
名
）
が
労
働
者
側
委
員
（
１
名
）
よ
り
も
多
く
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ

が
規
定
す
る
労
使
同
数
原
則
か
ら
外
れ
る
。
戦
略
会
議
の
本
質
は

明
ら
か
だ
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、
議
論
の
中
心
は
裁
量
労
働
制
拡

大
と
な
っ
た
。 

 

同
じ
議
題
を
同
時
に
二
つ
の
諮
問
会
議
で
扱
う
。
成
長
戦
略
会

議
は
５
月
中
に
は
議
論
を
ま
と
め
る
方
針
だ
。
厚
労
省
は
、
成
長

戦
略
会
議
の
裁
量
労
働
制
の
議
論
を
注
視
し
な
が
ら
労
政
審
の
議

論
を
進
め
る
と
説
明
す
る
。
し
か
し
高
市
政
権
の
動
き
を
見
る
限

り
、
労
政
審
が
い
か
に
精
緻
な
議
論
を
尽
く
そ
う
と
も
、
首
相
に

よ
り
近
い
成
長
戦
略
会
議
が
基
本
的
な
方
向
性
を
固
め
、
労
政
審

は
そ
の
追
認
機
関
に
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
そ
う
さ

せ
な
い
た
め
に
も
、
良
心
的
公
益
委
員
の
頑
張
り
に
期
待
す
る
の

で
は
な
く
、
労
働
組
合
自
ら
が
二
つ
の
会
議
を
包
囲
・
監
視
し
、

声
を
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
わ
た
な
べ 

ひ
ろ
し
） 


